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高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

高松市夜間急病診療所

一般社団法人高松市医師会 　施設所管課等 保健医療政策課

項目名 令和４年度 　　令和３年度 項目名 令和４年度 　　令和３年度

平成４年４月１日～令和９年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

アンケート回収数 22 20

高松市松島町一丁目１６番２０号

　業務の概要

・内科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科の応急的な診療に関
する業務
・夜間急病診療所の維持管理
・入院治療等を要する患者に係る二次救急医療機関等
との連携に関する業務
・使用料、手数料の収納及び返還に関する業務
・その他市長が必要と認める業務

【施設】
　鉄骨造５階建　１階部分
【診療科】
　内科・小児科（毎日）、耳鼻咽喉科（木曜日）、眼科（土曜日）
【診療時間】
　19：30～23：30

二次への転送患者数 264 260

　夜間急病診療所は本市の初期救急医療機関として、平成６年の開設以来、１日も休むことなく診療を続けている。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年度の１日平均患者数は１９．６人となっており、前年度と比較すると２．２人増加しているものの、コロナ禍以前の３
６．６人に比べると依然として少ない状態であるが、感染症対策を実施しながら診療を行うことで負担が増加するなかで、スタッフが一丸となり診療業務を行っている。
　また、全国的に医療スタッフが不足する中、診療業務を欠かさぬようスタッフ確保に努めることはもとより、感染症が流行する時期には、医師を始め看護師、事務員の
応援要員を配置するなど、堅実な運営姿勢で管理運営を行っていることは高評価に値する。特に、新型コロナウイルス感染症拡大期においては、初診患者中心の診療
状況の中、感染症対策を徹底することにより、休診することなく診療体制を維持したことは特筆できる。
　さらに、令和４年度は、９月、１２月、１月に「高松市休日コロナ発熱外来」を併設駐車場で計１３回実施するとともに、同年１２月１６日以降は、毎週金曜日に「高松市夜
間急病診療所での新型コロナウイルス検査等」を計７回実施することで、コロナ禍における発熱患者への診療体制の強化に大きく貢献した。
　また、同年は、運営委員会を２回開催しているほか、隔月で定例会を行い、患者対応や設備利用の諸問題について解決を図ることで円滑な運営に努めている。
　夜間急病診療所に重症患者が来た場合は、後方支援病院である輪番病院に転送するようになっているが、高松市医師会は、二次救急医療機関である輪番病院との
協議会を定期的に開催し、信頼関係の構築にも尽力しており、本業務の遂行は高松市医師会を除いて他には行うことが困難であると考えられる。
　なお、例年１０月に実施している利用者アンケートについては、昨年同様インターネットを用いた回答方法に変更することで、感染拡大の防止に留意して実施した。
　今後も本市の夜間における初期救急医療の拠点として、市民に広く利用されることが期待される。

５　管理に係る経費の
　　縮減

　収支状況等

支出（指定管理料） 171,855,894 165,310,636
収入（診療報酬、文書料） 111,962,859 70,179,336

差引収支差 ▲59,893,035 ▲95,131,300

総合評価

④合理的な会計制度

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　利用状況等

利用者数 7,162 6,347

A

①利用促進対策

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

４　管理を安定して行う
　　ための人員及び
　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大
　　限の発揮

総合評価コメント

①収入の確保 ・適正な人件費

②平等な利用の確保

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

収入は、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響などで予定を大幅に下
回った。一方、支出は多くを占める人件費を、執務者の確保が難しい状況の中で極
力抑制したものの、新型コロナウイルス感染症に関する経費が、国の対応策の逐次
変更に伴い、予定外の支出を余儀なくされたことから厳しい結果となった。

現場の責任者として、事務長及び事務長補佐を置き責任体制を明確にするととも
に、勤務ローテーションを確実化し、最小限の人員で適切な運営に務めた。また、一
時的な患者の急増時の応援体制を確立するとともに、発熱患者の隔離、空気清浄
機の増設、防護衣着用の徹底など医師及び職員の新型コロナウイルスの感染防止
に努めた。なお、引き続く新型コロナウイルス感染症の影響で、大幅な収入減となっ
ており、回復には時間を要するところである。

ホームページや啓発リーフレットを通じ、適切な利用を呼び掛けた。一方、利用者か
ら寄せられた意見などは、管理者・運営委員長・担当理事等で構成する定例会にお
いて協議し、改善できるものは適宜実行に移した。また、診察できない外科系患者
やその問い合わせにも、対応可能と思われる医療機関や県の救急電話相談を案内
するなどのサービスに努めた。なお、措置が難しい患者は、２次輪番制当番病院と
の連携を密に、直ちに移送するなど、救急医療体制の確立を図った。さらに、引き続
き資金前渡者の指定を受け使用料返還事務の迅速化を図った。

A
②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの
視点

③経営の効率化

評価基準 所管課等評価
評　　価　　項　　目

２　住民の平等な利用
　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

A

１　基本事項 A

指定管理者自己評価コメント

施設の設置目的と管理基準に則り適正な運営を行い、市内・市外在住を問わず平
等な利用に供し、高松医療圏域はもとより周囲の医療圏域内における１次救急医療
機関としての責務を十分に果たした。

衰えを見せない新型コロナウイルス感染症に対処するため、頻繁に発せられる厚生
労働省の通知に留意し、その動向を注視する中において、第７波及び第８波と言わ
れる流行期の休日の昼間に発熱外来の診療を行うなどその拡大防止に努めた。ま
た、医療廃棄物の適正処理はもとより、医療機器や施設内設備の消毒を徹底する
など、診療所内の衛生保持に特に意を用いた。なお、電子カルテ等の個人情報の
データは、端末使用者をパスワードにより厳格に管理するとともに、目的を達した紙
ベースによるものはシュレッダー処理を適切に行った。さらに、マイナ保険証の導入
に向けた準備を行った。


